
通知預金規定 

 

１．【預金の支払時期等】 

 （１）通知預金（以下「この預金」といいます。）は、預入日から７日間の    

据置期間経過後に利息とともに支払います。 

 （２）第 5 条第 3 項による場合を除き、この預金の解約にあたっては、解約

する日の 2日前までに通知を必要とします。 

２．【証券類の受入れ】 

 （１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された  

日を預入日とします。 

 （２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りと

なった証券類は、証書と引換えに当店で返却します。 

３．【利息】 

 （１）この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭

に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。なお、利率は  

金融情勢に応じて変更します。 

 （２）この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約

日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって 

計算し、この預金とともに支払います。 

 （３）この預金の付利単位は 1,000円とします。 

４.【反社会的勢力との取引拒絶】 

  この預金口座は、第 5 条第 3 項第 1 号、第 2 号ＡからＦおよび第 3 号Ａ   

からＥのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 5 条第 3 項  

第 1号、第 2号ＡからＦまたは第 3号ＡからＥの一にでも該当する場合には、

当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

５．【預金の解約】 

 （１）この預金を解約するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名  

押印して当店に提出してください。 

 （２）前項の解約の手続に加え、当該預金の支払いを受けることについて  

正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続

を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、  

この確認ができるまでは支払いを行いません。 

 （３）前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続する

ことが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または

預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるもの

とします。 



 

   ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をした

ことが判明した場合 

   ②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

    Ａ．暴力団 

    Ｂ．暴力団員 

    Ｃ．暴力団準構成員 

    Ｄ．暴力団関係企業 

    Ｅ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

    Ｆ．その他前各号に準ずる者 

   ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をし

た場合 

    Ａ．暴力的な要求事項 

    Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

    Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

    Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を  

毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為 

    Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

 

  この預金には、本規定のほか、後記「普通預金（無利息型普通預金を含む）、

納税準備預金、貯蓄預金共通規定」および「普通預金（無利息型普通預金を

含む）、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金共通規定」が適用されるものと  

します。 

 

 

以  上  


